
『子どもの権利研究』査読内規 

 

１．投稿論文審査のため、査読者をおく。査読者は１原稿あたり２～３名とする。 

 

２．査読者は編集委員会の推薦に基づき、編集委員長が委嘱する。 

 

３．前項の査読者のほかに、編集委員長は、編集委員会の推薦に基づき、特定の論文を審査するた

めの臨時の査読者を委嘱することができる。 

 

４．査読者は、編集委員会の依頼により、投稿論文を審査し、その結果を「査読結果報告書」に記

載し、編集委員会に報告する。 

 

５．編集委員会は査読者の審査報告に基づいて、投稿論文の採否、修正指示等の措置を決定する。 

 

６．投稿論文の受領から掲載までの流れは、以下のとおりとなる。 

（1）研究論文を受領（11月末） 

（2）編集委員会による査読者の決定 

（3）査読を依頼（約１か月） 

（4）査読結果の受領（A-1 採用(修正不要)、B-1 採用(軽微な修正を要する)、B 修正条件付き採

用、C 不採用） 

（5）投稿者への通知（12月末頃） 

なお、B と判定された投稿論文については、修正原稿が査読に応じているかを編集委員会委員長が

判断する。 

 

７．査読における評価項目 

・執筆要領に適合しているか 

・研究目的は明確であるか 

・先行研究を的確に踏まえているか 

・研究目的に照らして研究方法は適切であるか 

・使用されている概念・用語は適切であるか 

・論理の展開には一貫性があるか 

・考察および結論には新しい知見が含まれているか 

・図表は必要十分なものが適切に示されているか 

・内容や記述に、明らかな誤りや剽窃はないか 

・研究倫理上の問題はないか 

 

付則 2015年５月 16日施行 

 2018年３月 13日改正 

     2023年８月 10日改正 


